
支
援
シ
ス
テ
ム
の
運
用
の
流
れ 

千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システムについて 

 

１ 千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システムの枠組み 

〇 県では、県内の重度の強度行動障害のある方が、県内の各地域において必要な支援を受け

られるよう民間事業者の協力のもと、市町村と連携した支援システムを運用している。 

 

（１）本人に合った暮らしの場へとつなぐ仕組みの運用 

県が強度行動障害支援の有識者、民間施設・相談支援事業所関係者、医療関係者等により  

構成する「暮らしの場支援会議」を設置・運営し、責任をもって、一人ひとりの意向に沿った暮

らしの場へとつなぐ。（令和２年１１月に設置し、概ね２か月に１回程度の頻度で開催している。） 

・ 暮らしの場支援会議での実態調査により、障害の特性に合わせた必要な支援を判定する。 

・ 暮らしの場の自己決定のため、受入候補施設等において、短期での入所等の機会を提供し、  

アセスメントを通じて本人の意思を汲み取りつつ、保護者の意向も踏まえ、一人ひとりに  

合った支援が受けられるよう、暮らしの場支援会議において、受入先を調整する。 

・ 受入施設等は、保護者・支援関係者との面談や、短期での入所等の機会を通して、本人の   

障害の特性や必要となる支援を十分に把握した上で受入れを行う。 

・ 暮らしの場支援会議において、受入れ後も定期的に施設等における支援状況の確認を行

い、本人の意向に沿わなくなった場合や受入施設等による支援が困難になった場合には、再

調整を行うなど、継続的にフォローアップを行う。 

 

（２）民間事業者による受入環境の整備への支援 

・ 民間の入所施設やグループホームなど、一人ひとりの障害特性に応じた多様な住まいをで

きる限り各地域に分散して確保するため、民間事業者が行う既存施設の改修やグループホ

ームの整備及び支援員の追加配置に対する補助制度を運用している。 

  

（３）専門性の高い人材の育成 

・ 「強度行動障害のある方の支援者に対する研修」により、引き続き高度な知識と支援スキ

ルを持った専門性の高い人材を育成し、支援体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



 

２ 暮らしの場支援会議における入所調整の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
対象者の 

把握 

依頼 

現地判定調査 

アセスメント 

市町村において強度行動障害のある方の生活状況や、家庭の窮状、行動障害の 

重さから対象者を把握する。 

市町村は把握した情報を基に、障害支援区分審査会等の既存の関係者会議 

において対象者を決定し、判定基準表を作成、暮らしの場支援会議に対象者 

の支援の依頼を行う。※依頼に係る留意事項（資料２）を参照 

暮らしの場支援会議から現地判定調査員を派遣。 

市町村職員立ち合いの下、対象者が生活する場（障害福祉サービス事業所、 

病院等）に訪問し現地での判定調査を実施。調査員は支援員、市町村職員等に 

ヒアリングを行い、生活状況の確認を行う。 

暮らしの場支援会議において現地判定調査結果に基づき、受入施設候補を検討。 

受入候補施設と調整を行い、アセスメント実施施設を決定。 

市町村において短期入所の支給決定後、アセスメント実施施設の短期入所で 

対象者を受け入れ、生活の様子を記録しながらアセスメントを行う。 

受入施設や市町村から、対象者の日々の生活について報告を受け、暮らしの 

場支援会議において、定期的に施設等における支援状況の確認を行い、本人の 

意向に沿わなくなった場合や受入施設等による支援が困難になった場合には、 

再調整を行うなど、継続的にフォローアップを行うことを想定。 

（暮らしの場支援会議の対象者） 

１８歳以上の強度行動障害のある待機者等であって以下のいずれかに当てはまる者 

①行動関連項目１８点以上の強度行動障害のある在宅等の待機者 

②強度行動障害判定基準表における支援度関連項目１８点以上の強度行動障害のある 

在宅等の待機者 

③その他、突出した障害を抱えている等により市町村が特に必要と認めたもの 

受入施設決定 

アセスメント実施施設から、アセスメント実施結果を暮らしの場支援会議に 

報告し、対象者の受け入れが可能であれば、受入施設として決定を行う。 

なお、受け入れ不可の場合、再度暮らしの場支援会議にてアセスメント実施 

施設の決定からやり直す。 

フォロー

アップ 


